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拮本判例研究

「金融機関の従業員による説明義務違反と不法行為の成否」

松 本 博 （社会環境学科）

C a s e  S tudy :  "Disclosure obligation breaches a n d  illegal conduct  
b y  f inancial institution employees"  

Hiroshi MATSUMOTO (Department of Social and Environmental Studies) 

Abstract 

This treatise is a review of the Japanese Supreme Court's judgment of Novcmbcr7, 2003, in a 
case involving the disclosure obligation of financial institution employees when their banking estab 
lishment makes an offer to sell residential land with an ulterior motive of hoping to provide a loan to 
the buyer. This judgment admits there may be extenuating circumstances in specific cases and does not 
establish a definitive criterion for judgments on disclosure obligation, but it does establish a precedent 
considering that there is no clear standard for banking employee accountability. Nonetheless, this 
author cannot support the Supreme Court's conclusion: While it is possible to think of the High 
Court's reasoning in this case being based on the fact that the purchase contract and the financing con 
tract being one and the same document, the Supreme Court perceived that the purchase contract and fi 
nancing contract are basically separate contracts that make a distinction between the parties. When 
purchasing and financing coincide, it is important that the document be appropriate for the established 
purpose from the perspective of both parties. In this sitnation, the impropriety of the act of solicitation 
itself is not that important. In this aspect, this treatise supports the gist of the high court's judgment. 

Keywords: accountability, banking establishment, tort, financing, contract 

金融機関の従業員か顧客に対し融資を受けて宅地を
購入するように勧誘する際に門該℃地が接道要件を具
仙していないことを説明しなかったことが当該宅地を
購入した顆客に対する不法行為を構成するとはいえな
いとされた事例

最判平15·11·7破棄自判金判1189号4頁

［事実概要］
Y信用金庫の従業貝であるAは、顧客のXに対し、

平成18年5月31日受付

Yから闘資を受けて本件土地（＇と地屯成かなされて分
譲巾であった土地の 一 区画）を購入するように積極的
に勧話し、その結果、昭相6エ年7月7日、XはYか
ら1200万円の融資を受けて、本件土地を所有者Bか
ら1180万円で購入する契約を締結した。本1↑土地に
は、公道に通ずる私道（本件私道）があり本件私道を
構成する複数の土地はすべて私有地であったが、不動
産登記簿上の地目は、当時からいずれも「公衆用道路」
てあった。本件土地は、本件私道旦面する造成宅地の
うちの殻も奥の区画であり、本件私道の音 が本件土
地の前皿道路部分に当たり、この部分もBが所有して
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いた一
本件売買契約の締結には、XとBのほか、完主側の

不動産仲介業者であるC社の担当者らが立ち会い、X

は、本件上地が第二種什居専用地域にあり、6m輻の

私道に該している旨記載された重要事項説明書の交付

を受けた。本件士地の印血直路部分は、本件売買契約

が締結された当時、道路位置の指定がされておらず、

本件土地は建築基準法43条1項本文所定の接道要件

を満たしていなかったが、Xは、BやCの担当者から

も、Aからもその旨の説明を受けていなかった。本件

私道1こオ応する造成宅地の区回には、本件七地を除き、

いずれも建物が建築されたが、Xは、本件土地購人後

も、長年にわたり、本件土地を空き地の状態のままに

していた。その間に、本件前面道路部分は、平成6年

5月5日、Bの死亡によりその相続人か祖読し、平成

8年6月24日に、売買を原因とするCへの所有権移

転豆記の手続が行われた。

Xは、平成11年頃、本件上地上に建物を建築しよ

うとしたが、本件土地か採迫要件を満たさないため、

建槃確認を受けられなかった。そのため、XIま、Cに

対し、本件前面道路部分について道路位置の指定を受

けることなどについて協力を求めだが、これを拒否さ

れ、かえ.J て、C から本件前面道路部分を高頷で買い

取ることを求められたっ

そこで、Xは、Yに対し、Aは本件七地が接道要件

を満たさない土地であることをXに説明すべき義務が

あったのにこれを怠った旨を主張して、民法715条の

規定に晶つき、損害の賠償と遅延損害命の支払を求め

た。ー・沓（大津地判平13·7·18金判1189号14頁）

は、XとBとの間で、削面道路部分となっている土地

について、少なくとも黙示で地役権設定契約が設定さ

れていたと認め、この土地の所有権を取得したCがそ

の登記の欠鋏を主張する』崎な利益を行しないから、

Xは4噌土地に建物を建気できるのであり、Xの主張

はその前提を欠くなどと述べて、Yの説明義務を否定

した。これに対して、原審（大阪高判平13·12·9

金判1189号12頁）は、［本件売買契約1よ、融資契約と

-1本となって、Yの利益のために、YO)従業員である

Aのあ- せんによって行われたものであるから、Aは、

Xに対し、信毅則上、本件売買契約締結に先立って、

本件土地が接道要件を満たさないことなどについて説

明する義務を負う」と判ぶし、一審半lj決を昴取り消

し、Xの請求を、200)j円の限度で認容した。そこで、

YかAの晶明義務違反を認めた原審の判研の法令違反

を理由として［告受理申立てを行った。

［判旨］

Y信用金庫

（従業員A)

資金融資↓

顧客x← （本件土地購入）売主B

1 「本件売買契約とXとYとの間の上記の融資契約

とは、当事者を異にする別個の契約であるか、Aは、

後者の融資契約を成立させる目的て本件土地の購入1こ

かかわったものである。このような場合に、Aが接道

要件が具備していないことを認識していながら、これ

をXに殊更に知らせなかったり、又は知らせることを

怠ったりしだこと、Yが本件十訛の売主や販売業者と

業務提携等をし、Yの従業員か本件土地の売上等の販

売活動に深くかかわっており、AのXに対する本件土

地の購入の勧誘も、その一 環であることなど、｛言義則

上、AのXに対する説明義務を肯誇する根拠となり得

るような特段の事清を原審に認定しておらず、まだ、

そのような事情は、記録上もうかがうことかてぎない。

2 本件前面道路部分は、本件私道の一 部であり、本

件売買契約締結当時、本件土地の売主であるBが所有

しており、不動産登記簿上の地目も公衆用道路とされ

ていたことから、BがXに元却しだ本件士地の接道要

件を満たすこめに本件前面近路部分につき道路位置の

指店を受けること等のBの協力が得られることについ

ては、その当時、十分期待することがで苔たのであり、

な件土地は、建物を建築するのに法的な支障が生する

可能性の乏しい物件であった。

3 本件土地か接追要件を満たしているかどうかとい

う点は、宅地建物取引業法35条1項所定の重要事項

として、書面による説明義務がある。本件売買契約に

おいては、売ド側の仲介業者であるCがその汲明義務

を負っているのであって、Aに同杯の義務かあるわ1ナ

ではない。」これらの諸点にかんがみると、AがXに

対して本件土地が接道要件を満たしていないことにつ

いて説明をしなかったことが、Xに対する不怯行為を

構成するとはいえない。

以上のように判示して、最高裁は、原判決中のYの

敗訴部分を破棄して、Xの控訴を棄却した。

［研究］

・判決のポイント



金融使閃の従箋員による諷咀義務進反ど小法行為の成合（松木） -101-----一

本件ては、金融械閃の従業員か顧客に対し融貨を受 宥する第―三者（変額保除の勧誘をした銀行等) ! こつい

けて宅地を購人するように勧誘したものであるが、そ ても、信岐則上、説明義務か求められる場合があるも

の際に当該宅地か接疋要件を貝備していないことの説 のと解される c

明義務の存否が争われた。金融機閃の紐桑貝か融責勧 が動崖光買に関する融資についての全融機関の説町

誘目的て十地の購人を勧めだという事実によっても、 義務に関する裁判例としては、＼［東京地判平10·5·

不動窮売買契約の直拉当事者てないその従業いに直ち 13,、(2)東東地'j'lj平13·2·7かある，．

に説明衣務が店じるわけではないゞ ＇（言義且IJ_I、五兒明義 ①の事案ては、旧漏りがひどく、修補が能の欠陥建

務か肯崖されるような特段の市情があ')て、初めて命 物の完買を仲介した限行支店長、税理十、宅地建物取

謄機関の従業員にも訊明敦務が仕じることになろう 引主打者に、買主に対する］知義務迎反があるとして、

本判決は、とのような場合に特段の事情が認められ これら二名と銀行等の不法行凶り責仔を認めた。銀1」の

て祝明義務か生しるのかについての兵1本的な判断悲準 責1王について判決は、鋲行文店艮は、欠陥建物の元主

は示されてはいない。本『lては、特段の事情を肯定す か銀行の重要罰客であったことなどから、「売主側の

るたけの事由が詔められないとして、説明義務を否定 仲介者兼！［オ務コンサルタントとしての地位］にあり、

する事例刊浙か下されたにすぎないものど考えられる 原告に対して日己の人手しだ重要な伯報を告知すべき

しかし、本判決が、契約締結過程における説明義務 義務かあると判断し、支席長は雨漏りの原I人］は不1月で

一本件の場合は、契約の直挨当事首てはない金融機関 再榮の危険かあることを認識していたにもかかわらず、

の従業員が融資勧高を目的に契約に携わった除の虚明 I司席した売買契約締結の場において、宅地姑物取引業

義務ー についての指針となる判例が存在せす、刊惰悲 者か「過去に雨漏りかしたことかあるが、修蝉をして

隼が--1 明瞭な中で下芯れだl'IJ決である点、実務の上で 現在はf;Jj漏りか止まっている」という趣旨の況明をし

は参如こなるものとぢえられる。 ているのを聞ぎなから、「栢極的にこれを工す説明を

.'['lj例・学訛 しなかったことは告知義務違）又に当たる」とした。

本件は、金融楓閃の従業員か闘鱈責奨約を成＼
＇
）させる  ?: においては、顧客が銀行の従梁員から勧誘され、

目的で宅地の購入契約を勧誘したというものである， 相続税対策どして銀行から融青を受けて不動庁を購人

法の基本）応則に従えば、契約締結のための忙報の収 したが、その際、従業員か絋資の金利について貸出危

集は各当事者の自己責任であるということになる し 利か年10.35パー セントないし10.-15パ
ー セントであ

かし、契約：り事者閻の情報収集力等や内門的知識に著 るのに、年7ふパー セントであるとの虚偽の言彰明をし、

しい格五がある場合には、その契約締結過程において、 これに見ついて辺済可能であるとしたものである。本

そのー カ当事者は相手方に対して、1日義則上、説明義 件では、融資の返済がてきなくなった場合について、

務（、·I青報提供義務）を負う場合かあると解竺れているぃ 従業員の乱［明義務違反を認め、銀行の不法行為五任を

学況上も、じ不動陀売買で専門菜者［宅地建物取引 竹定している。

業者）が売主となる場合、②フランチャイズ契約、げ） このはかに限行の従業員の況明衣務迎反か間われた

投機的性格を持った短融取引（インパクト・ロ ー ン、 ものとしては、変額保険の勧誘［こ関りした銀行の従業

変額保除、ワラント等）といった事例では、説明義務

か求められると考えられ、1よ合しも滉明衣務に閃する

規定か置かれている，0 これらのケー スについては、

下級審の裁判例も、況明義務の介在自体は概ね肯定し

ており、また、こく簡単な説示てはあるものの、変額

俣除の幕集にあたった1呆除外務日の説明義務違反を肯

定した原審の判I祈を止苫どして是翌する旨の判!{Jrを示

した最高裁の判決もある l e もっとも、信義則 1、説

明義務を負わされる根拠• 安1'1・範囲等については、

り気況・裁判例ともに、必ずしも明確:=されておらす、

これを論じた最高裁判例も見当たらないぃ

契約の直接当事者ではないか、これと密挨な関係を

員の訛明衣務違反に関する下級蕃裁判例のケー スか多

数存府してし＼るCc

汎明義務違反を青定しだものは、③大阪地堺支判平

7 . 9 . 8 8 ＼ヽ］大 阪地判'f"9 . 7 . 319、喜□大阪地判

'F'-12 . 12 . 2210、 扇閏'l'IJ平14 . 4 . 2311、(7)大阪

高判乎15·3·26などである

銀印の従業員か目ら顧客に変顎保検を幼誘し、

保陰会社の生命保除靡集人を同行して自らも同1盾の」

で況明させた事案である。銀行か顧客に俣陰について

の説1-IJJをする義務ば）阜貝ljとしてないか、変額保険に対

する銀行担当者の深い間与のはか、顧客の変額保唸}JD

入動横とその認識可能性等からすると、銀行の担当者
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